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パターン１

パターン２

パターン３
指定引き取り場所
まで運搬できる

購入店に引き取りを依頼。
リサイクル料金と運搬料金がか
かります。

リサイクル料金を郵便局に支払
い後、指定引き取り場所まで運
搬する。

廃家電を運搬できる下記の許
可業者に依頼する。
リサイクル料金と運搬料金がか
かります。

廃棄する家電の
購入店が分かる

又は買い替えである

はい 

はい 

いいえ 

いいえ 


